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提 

出 

者 
 

坂 

上 

富 
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一 

 



 

最
近
の
野
村
、
大
和
、
日
興
、
山
一
各
四
大
証
券
の
総
会
屋
へ
の
損
失
補
填
、
利
益
供
与
な
ど
証
券
業
界
へ
の
不
信
は
計
り

し
れ
な
い
も
の
が
あ
り
、
さ
ら
に
年
末
に
は
政
治
家
の
関
与
も
明
ら
か
に
な
る
と
も
噂
さ
れ
て
い
る
。 

越
後
証
券
（
本
店
新
潟
市
、
吉
沢
昭
男
社
長
）
は
、
先
に
、
中
証
券
（
本
店
長
岡
市
、
中
野
裕
二
社
長
）
と
の
合
併
が
破
綻

し
、
そ
の
原
因
は
、
不
明
金
が
あ
り
と
の
事
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
越
後
証
券
中
間
管
理
職
二
名
に
よ
る

顧
客
の
株
式
無
断
流
用
に
よ
る
損
害
金
額
三
十
二
億
八
千
二
百
万
円
（
十
月
三
日
現
在
）
の
発
生
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
て
い 

 

る
。 こ

れ
に
よ
っ
て
新
潟
県
内
の
越
後
証
券
の
顧
客
は
勿
論
の
事
、
証
券
取
引
き
を
し
て
い
る
県
民
に
多
大
の
不
安
と
不
信
を
与

え
て
い
る
。 

一 

損
害
金
額
の
総
額
発
生
原
因
及
び
犯
罪
の
手
口
。 

二 

中
間
管
理
職
二
名
に
よ
る
無
断
株
式
流
用
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
指
導
、
監
督
の
立
場
に
あ
る
越
後 

こ
れ
に
対
し
、
指
導
、
監
督
の
立
場
に
あ
る
行
政
当
局
の
責
任
も
又
重
大
で
あ
る
。
よ
っ
て
次
の
点
に
つ
い
て
質
問
す
る
。 

そ
の
さ
中
、
新
潟
県
の
越
後
証
券
の
不
正
事
件
の
発
生
は
、
誠
に
遺
憾
の
極
み
で
、
残
念
で
あ
る
。 
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三 

 



 

 

四 

証
券
上
層
部
の
関
与
は
な
い
か
。 

三 
顧
客
へ
の
弁
償
補
填
は
、
ど
う
な
る
か
。 

四 

大
蔵
省
は
、
こ
れ
ま
で
も
財
務
調
査
を
し
て
い
な
が
ら
、
三
十
二
億
円
の
流
用
が
あ
る
こ
と
を
、
何
故
に
発
見
で
き
な 

 

か
っ
た
の
か
。 

五 

越
後
証
券
社
長
は
、
大
蔵
省
の
出
身
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
事
実
か
。
そ
の
場
合
、
大
蔵
省
の
責
任
は
ど
う
な
る
の
か
。 

六 

捜
査
当
局
の
本
件
に
対
す
る
対
応
は
ど
う
な
る
の
か
。 

七 

越
後
証
券
職
員
の
再
雇
用
は
、
保
証
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
見
通
し
、
又
退
職
金
の
支
払
は
確
保
で
き
る
の

か
。 

八 

本
件
問
題
の
調
査
は
、
長
引
く
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
さ
し
あ
た
り
現
時
点
の
状
況
に
つ
い
て
至
急
回
答
さ
れ
た
い
。 

右
質
問
す
る
。 


